
 

 

 

 

 

Ⅰ 届出に必要な書類 

  １．届出 

（１） 届出書 

（２） 分別解体等計画等（工事の種別によって様式が異なります。） 

（３） 添付書類 

  ① 案内図 

  ② 図面又は写真（図面と写真どちらでも結構です。） 

  ③ 工程表 

  ④ 委任状（代理人が手続きを代行する場合） 

    ※ 届出者が法人で自主施工する場合でも、社員の方が届出をする場合には

委任状が必要となります。 

２．変更届出（工事着手前に変更があった場合） 

（１） 変更届出書 

  ● 変更箇所のチェックボックスにチェック（☑）し、届出書の余白に変更に 

係る届出書の受付番号を記載してください。 

● 分別解体等の計画等のみを変更する場合でも提出してください。 

（２） 分別解体等の計画等（工事の種別によって様式が異なります。） 

  ● 分別解体等の計画等に変更がない場合は提出不要です。 

  ● 変更箇所のチェックボックスにチェック（☑）してください。 

（３） 工程表（工程に変更がない場合は不要です。） 

（４） 委任状 

 

 

※ 届出、変更届出とも書類の提出部数は、添付書類を含めて正本１部、副本１ 

部です。（届出書、分別解体等の計画等、添付書類の順でとじてください。） 

※ 副本は正本のコピーでも可とし、審査終了後に提出者へ返却します。 

※ 届出の際、窓口で書類審査を行います。 

 

 

江戸川区 
 

 



 

 

 

  
 

（１） 届出書等の提出、相談 など 

  ● 解体、新築党を行う建築物の床面積の合計が１０，０００㎡を超える建築物、知事の 

許可を要する工作物に関するもの 

 東京都都市整備局市街地建築部建築指導課  電話 03（5388）3372 （直通） 

 

● 解体、新築等を行う建築物の床面積の合計が１０，０００㎡以下の建築物、知事の許 

可を要しない工作物に関するもの 

 江戸川区都市開発部建築指導課調査係     電話 03（5662）1104 （直通） 

 

● 土木工事に関するもの 

 江戸川区土木部計画課技術担当係        電話 03（5662）1885 （直通） 

 

● 様式ダウンロード など 

「江戸川区まちづくりホームページ」 

    URL http://www.city.edogawa.tokyo.jp/gyosei/toshikeikaku/recycle/index.html 

 

（２） 建設業の許可・解体工事業等の登録 など 

  ● 解体工事業の登録に関すること 

 東京都都市整備局市街地建築部建築指導課  電話 03（5388）3351 （直通） 

 

● 建設業の許可に関すること 

 東京都都市整備局市街地建築部建築指導課  電話 03（5388）3353 （直通） 

 

● 再資源化、産業廃棄物の処理などに関すること 

 東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課 電話 03（5662）1104 （直通） 

 

（３） 建設リサイクル法の概要 など 

  ● 建設リサイクル法に関する問い合わせ 

 東京都都市整備局都市づくり政策部広域調整課 電話 03（5388）3231 （直通） 

 「東京都都市整備局のホームページ」 

URL http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/recy/index.html 

 

● 建設リサイクル関係法令全文 など 

「国土交通省のリサイクルホームページ」 

    URL http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html 

建設リサイクル法関係窓口のご案内 

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/gyosei/toshikeikaku/recycle/index.html
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/recy/index.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html
テキストボックス
江戸川区土木部計画調整課調整係

テキストボックス
江戸川区都市開発部建築指導課調査係 

テキストボックス
「江戸川区 申請書ダウンロード まちづくり・都市計画」

テキストボックス
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/kuseijoho/denshi/download/toshikeikaku/index.html



 

 

  

Ⅱ 様 式 
   

１．届出書及び分別解体等の計画等 

（１） 届出書 

（２） 分別解体等計画等 

  ① 解体工事用（別表１） 

  ② 新築工事等用（別表２） 

  ③ 土木工事等用（別表３） 

２．届出書及び分別解体等の計画等（変更用） 

（１） 変更届出書 

（２） 分別解体等の計画等 

  ① 解体工事用（別表１） 

  ② 新築工事等用（別表２） 

  ③ 土木工事等用（別表３） 

３．添付書類 

（１） 工程表 

（２） 委任状 

  ※ 案内図、図面又は写真は、Ａ４版の用紙であれば様式は自由です。 

４．その他の様式（必要に応じてご利用ください。） 

（１） 発注者への説明書        （法第１２条第１項） 

（２） 下請業者への告知書       （法第１２条第２項） 

（３） 請負契約に係る書面       （法第１３条及び省令第7条） 

  ① 解体工事用 

  ② 新築工事等用 

  ③ 土木工事等用 

（４） 発注者への再資源化等報告書 （法第１８条及び施行規則第５条） 

５．工事現場に掲げる標識 

   （１） 解体工事業者登録標（元請、下請とも掲示してください。）  

※ 建設業の許可を受けた建設業者が標識を掲げる場合は、建設業法施行規則第25条

の規定による標識を設置してください。  

 

※ １～３の書類は届出書の正本、副本にそれぞれ添付してください。 

※ ４の書類は発注者への説明・契約・再資源化の報告、下請への告示等にご利用く 

  ださい。（届出書に添付する必要はありません。） 





別表１                                                               （Ａ４） 

 

分別解体等の計画等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。 

建築物に係る解体工事 

建築物の構造 
□木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造 
□鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他（        ） 

建築物に関
する調査の
結果 

建築物の状況 築年数    年、棟数    棟 
その他（                           ） 

周辺状況 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 
        □病院 □その他（              ） 
敷地境界との最短距離 約     ｍ 
その他（                           ） 

建築物に関
する調査の
結果及び工
事着手前に
実施する措
置の内容 

 
建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容 

作業場所 作業場所 □十分 □不十分 
その他（         ） 

 

搬出経路 障害物 □有（   ） □無 
前面道路の幅員 約    ｍ 
通学路 □有 □無 
その他（         ） 

 

残存物品 □有（                 ） 
□無 

 

特定建
設資材
への付
着物 

石綿 

□有 □飛散性石綿（吹付け石綿、石綿含

有吹付けロックウール 等） 

□非飛散性石綿（石綿含有ビニール

床タイル等） 

□飛散性石綿に関する諸官庁届出（大防法、労

安衛法・石綿予防規則 等） 

□飛散性石綿の適正処理の実施 

□非飛散性石綿の適正処理の実施 □無 

その他 
□有（                 ）  

□無  

その他
（特定建設

資材に付

着していな

い有害物

質） 

石綿 

□有   □飛散性石綿（鉄骨等に吹付けられ

た石綿、石綿を含有する断熱材・

保温材・耐火被覆材 等） 

□非飛散性石綿（スレートボード 等） 

□飛散性石綿に関する諸官庁届出（大防法、労

安衛法・石綿予防規則 等） 

□飛散性石綿の適正処理の実施 

□非飛散性石綿の適正処理の実施 

□無 

その他 
□有（                 ） □フロン類回収済 

□フロン類回収予定 □無 □フロン類使用機器あり 

工

程

ごと

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

工程 作業内容 分別解体等の方法 

①建築設備・内装材等 建築設備･内装材等の取り外し 
□有 □無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

併用の場合の理由（     ） 

②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し 
□有 □無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

併用の場合の理由（     ） 

③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取り壊し 
□有 □無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

④基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り壊し 
□有 □無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用  

⑤その他 
（     ） 

その他の取り壊し 
□有 □無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

工事の工程の順序 
□上の工程における①→②→③→④の順序 
□その他（                        ） 
その他の場合の理由（                 ） 

□内装材に木材が含まれる場合 
①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し 

□可 □不可 
不可の場合の理由（                   ） 

建築物に用いられた建設資材の量の見込み               トン 

廃
棄
物
発
生
見
込
量 

特定建設資材廃棄物の種類ごとの
量の見込み及びその発生が見込ま
れる建築物の部分 

種類 量の見込み 発生が見込まれる部分（注） 
□コンクリート塊 

トン  
□① □② □③ □④ 
□⑤ 

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
塊 トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ 

□建設発生木材 
トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ 

（注） ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他 

備考 

 



別表２                                                               （Ａ４） 

 

分別解体等の計画等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。 

 

使用する特定建設 

資材の種類 

□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 

□アスファルト・コンクリート □木材 

建築物に関

する調査の

結果 

建築物の状況 築年数    年、棟数    棟 

その他（                          ） 

周辺状況 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 

        □病院 □その他（             ） 

敷地境界との最短距離 約     ｍ 

その他（                          ） 

建築物に関

する調査の

結果及び工

事着手前に

実施する措

置の内容 

 建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容 

作業場所 作業場所 □十分 □不十分 

その他（         ） 

 

搬出経路 障害物 □有（   ） □無 

前面道路の幅員 約    ｍ 

通学路 □有 □無 

その他（          ） 

 

特定建設

資材への 

付着物（修

繕・模様 

替工事の

み） 

石綿 

□有 □飛散性石綿（吹付け石綿、石綿含

有吹付けロックウール 等） 

□非飛散性石綿（石綿含有ビニール

床タイル等） 

□飛散性石綿に関する諸官庁届出（大防法、労

安衛法・石綿予防規則 等） 

□飛散性石綿の適正処理の実施 

□非飛散性石綿の適正処理の実施 □無 

その他 
□有（                 ）  

□無  

その他
（特定建設

資材に付

着していな

い有害物

質） 

石綿 

□有 □飛散性石綿（鉄骨等に吹付けられ

た石綿、石綿を含有する断熱材・

保温材・耐火被覆材 等） 

□非飛散性石綿（スレートボード 等） 

□飛散性石綿に関する諸官庁届出（大防法、労

安衛法・石綿予防規則 等） 

□飛散性石綿の適正処理の実施 

□非飛散性石綿の適正処理の実施 □無 

その他 
□有（                 ） □フロン類回収済 

□フロン類回収予定 □無 □フロン類使用機器あり 

工

程

ご

と

の

作

業

内

容 

工程 作業内容 

①造成等 造成等の工事 □有 □無 

②基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 

③上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 

④屋根 屋根の工事 □有 □無 

⑤建築設備・内装等 建築設備・内装等の工事 □有 □無 

⑥その他 
（     ） 

その他の工事 □有 □無 

廃

棄

物

発

生

見

込

量 

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量

の見込み並びに特定建設資材が使用

される建築物の部分及び特定建設資

材廃棄物の発生が見込まれる建築物

の部分 

種類 量の見込み 
使用する部分又は発生が見込ま

れる部分（注） 

□コンクリート塊 
トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ塊 トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

□建設発生木材 
トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

（注） ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他 

備考 

 

建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替） 



別表３                                                            （Ａ４） 

 

分別解体等の計画等 

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。 

工作物の構造 
（解体工事のみ） 

□鉄筋コンクリート造 □その他（             ） 

工事の種類 □新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 
□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話 
□その他（                        ） 

使用する特定建設資材の種類 

(新築･維持･修繕工事のみ） 

□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 
□アスファルト・コンクリート □木材 

工作物に関
する調査の
結果 

工作物の状況 築年数    年 
その他（                         ） 

周辺状況 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 
        □病院 □その他（            ） 
敷地境界との最短距離 約     ｍ 
その他（                         ） 

工作物に関
する調査の
結果及び工
事着手前に
実施する措
置の内容 

 
工作物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容 

作業場所 作業場所 □十分 □不十分 
その他（         ） 

 

搬出経路 障害物 □有（   ） □無 
前面道路の幅員 約    ｍ 
通学路 □有 □無 
その他（         ） 

 

特定建設

資材への
付着物（解
体・維持・

修繕工事
のみ） 

石綿 

□有 □飛散性石綿（吹付け石綿、石綿含有

吹付けロックウール 等） 

□非飛散性石綿（石綿含有ビニール床

タイル等） 

□飛散性石綿に関する諸官庁届出（大防法、

労安衛法・石綿予防規則 等） 

□飛散性石綿の適正処理の実施 

□非飛散性石綿の適正処理の実施 □無 

その他 
□有（                 ）  
□無  

その他（特
定建設資

材に付着し
ていない有
害物質） 

石綿 

□有 □飛散性石綿（鉄骨等に吹付けられた

石綿、石綿を含有する断熱材・保温

材・耐火被覆材 等） 

□非飛散性石綿（スレートボード 等） 

□飛散性石綿に関する諸官庁届出（大防法、

労安衛法・石綿予防規則 等） 

□飛散性石綿の適正処理の実施 

□非飛散性石綿の適正処理の実施 □無 

その他 
□有（                 ） □フロン類回収済 

□フロン類回収予定 □無 □フロン類使用機器あり 

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法 

工程 作業内容 
分別解体等の方法 
（解体工事のみ） 

①仮設 仮設工事 □有 □無 □ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

②土工 土工事 □有 □無 □ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

③基礎 基礎工事 □有 □無 □ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

④本体構造 本体構造の工事 □有 □無 □ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 本体付属品の工事 □有 □無 □ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

⑥その他           
 （            ） 

その他の工事 □有 □無 □ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

工事の工程の順序 
（解体工事のみ） 

□上の工程における⑤→④→③の順序□ 
その他（                    ） 
その他の場合の理由（              ） 

工作物に用いられた建設資材の量 
の見込み（解体工事のみ）          トン 

廃
棄
物
発
生
見
込
量 

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の 
見込み（全工事）並びに特定建設資材 

が使用される工作物の部分（新築・維 
持・修繕工事のみ）及び特定建設資材 
廃棄物の発生が見込まれる工作物の部 

分（維持・修繕・解体工事のみ） 

種類 量の見込み 
使用する部分又は発生が見込ま
れる部分（注） 

□コンクリート塊 
トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 
トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

□建設発生木材 
トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

（注） ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他 

備考 

 

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等） 





   別表１                                                                   （Ａ４） 
 

   分別解体等の計画等 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。 

建築物の構造 
□木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造 

□鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他（       ） 

建築物に関

する調査の

結果 

建築物の状況 築年数    年、棟数    棟 

その他（                          ） 

周辺状況 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 

        □病院 □その他（             ） 

敷地境界との最短距離 約     ｍ 

その他（                          ） 

建築物に関

する調査の

結果及び工

事着手前に

実施する措

置の内容 

 
建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容 

作業場所 作業場所 □十分 □不十分 

その他（          ） 

 

搬出経路 障害物 □有（   ） □無 

前面道路の幅員 約    ｍ 

通学路 □有 □無 

その他（         ） 

 

残存物品 □有（            ） 

□無 

 

特定建

設資材

への付

着物 

石綿 

□有 □飛散性石綿（吹付け石綿、石綿含

有吹付けロックウール 等） 

□非飛散性石綿（石綿含有ビニール

床タイル 等） 

□飛散性石綿に関する諸官庁届出（大防

法、労安衛法・石綿予防規則 等） 

□飛散性石綿の適正処理の実施 

□非飛散性石綿の適正処理の実施 □無 

その他 
□有（                ）  

□無  

その他 
（特定建

設資材に

付着して

いない有

害物質） 

石綿 

□有 □飛散性石綿（鉄骨等に吹付けられ

た石綿、石綿を含有する断熱材・

保温材・耐火被覆材 等） 

□非飛散性石綿（スレートボード 等） 

□飛散性石綿に関する諸官庁届出（大防

法、労安衛法・石綿予防規則 等） 

□飛散性石綿の適正処理の実施 

□非飛散性石綿の適正処理の実施 □無 

その他 
□有（                ） □フロン類回収済 

□フロン類回収予定 □無 □フロン類使用機器あり 

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法 

工程 作業内容 分別解体等の方法 

①建築設備・内装材等 建築設備･内装材等の取り外し 
□有 □無 

□ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 
併用の場合の理由（     ） 

②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し 
□有 □無 

□ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 
併用の場合の理由（     ） 

③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取り壊し 
□有 □無 

□ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

④基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り壊し 
□有 □無 

□ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

⑤その他 
（     ） 

その他の取り壊し 
□有 □無 

□ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

工事の工程の順序 □上の工程における ①→②→③→④の順序 

□その他（                   ） 

その他の場合の理由（              ） 

□内装材に木材が含まれる場合 ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し 

□可 □不可 

不可の場合の理由（                   ） 

建築物に用いられた建設資材の量の見込み              トン  

廃

棄

物

発

生

見

込

量 

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量

の見込み及びその発生が見込まれる

建築物の部分 

種類 量の見込み 発生が見込まれる部分（注） 

□コンクリート塊 

トン 

□① □② □③ □④  

□⑤ 

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ塊 トン 

□① □② □③ □④  

□⑤ 

□建設発生木材 

トン 

□① □② □③ □④  

□⑤ 

（注） ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他 

備考 

 

建築物に係る解体工事 
変 更 

箇 所 

 

□ 

 

□ 
 

□ 

 

 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 
 

□ 
 

 

□ 

 
□ 

 
□ 

 

□ 

 

 

□ 

 



別表２                                                                      （Ａ４） 
 

   分別解体等の計画等 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。 

使用する特定建設 
資材の種類 

□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 
□アスファルト・コンクリート □木材 

建築物に関
する調査の
結果 

建築物の状況 築年数    年、棟数    棟 

その他（                          ） 

周辺状況 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 
        □病院 □その他（             ） 
敷地境界との最短距離 約     ｍ 
その他（                          ） 

建築物に関
する調査の
結果及び工
事着手前に
実施する措
置の内容 

 建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容 

作業場所 作業場所 □十分 □不十分 

その他（         ） 

 

搬出経路 障害物 □有（   ） □無 

前面道路の幅員 約    ｍ 

通学路 □有 □無 

その他（         ） 

 

特定建設
資材への 
付着物 

（修繕・模
様替工事 
のみ） 

石綿 

□有   □飛散性石綿（吹付け石綿、石綿含

有吹付けロックウール 等） 

□非飛散性石綿（石綿含有ビニール

床タイル等） 

□飛散性石綿に関する諸官庁届出（大防

法、労安衛法・石綿予防規則 等） 

□飛散性石綿の適正処理の実施 

□非飛散性石綿の適正処理の実施 □無 

その他 
□有（                 ）  

□無  

その他 （特

定建設資 
材に付着し
ていない有

害物質） 

石綿 

□有  □飛散性石綿（鉄骨等に吹付けられ

た石綿、石綿を含有する断熱材・

保温材・耐火被覆材 等） 

□非飛散性石綿（スレートボード 等） 

□飛散性石綿に関する諸官庁届出（大防

法、労安衛法・石綿予防規則 等） 

□飛散性石綿の適正処理の実施 

□非飛散性石綿の適正処理の実施 □無 

その他 
□有（                 ） □フロン類回収済 

□フロン類回収予定 □無 □フロン類使用機器あり 

工

程
ご
と

の
作
業

内
容 

工程 作業内容 

①造成等 造成等の工事 □有 □無 

②基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 

③上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 

④屋根 屋根の工事 □有 □無 

⑤建築設備・内装等 建築設備・内装等の工事 □有 □無 

⑥その他 
（     ） 

その他の工事 □有 □無 

廃
棄
物
発
生
見
込
量 

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の

見込み並びに特定建設資材が使用され

る建築物の部分及び特定建設資材廃棄

物の発生が見込まれる建築物の部分 

種類 量の見込み 
使用する部分又は発生が見 

込まれる部分（注） 

□コンクリート塊 
トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ塊 トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

□建設発生木材 
トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

（注） ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他 

備考 

 

変更 

箇所 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

 

□ 

 
 
□ 

 
□ 

 
 
 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 
 
 
□ 

 
□ 

 

□ 

 

□ 

 

建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替） 



別表３                                                                      （Ａ４） 

 

 分別解体等の計画等 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。 

工作物の構造 

（解体工事のみ） 

□鉄筋コンクリート造 □その他（             ） 

工事の種類 
□新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 
□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話 
□その他（                        ）  

使用する特定建設資材の種類(新築･
維持･修繕工事のみ） 

□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 
□アスファルト・コンクリート □木材 

工作物に関
する調査の
結果 

工作物の状況 築年数    年 

その他（                         ） 

周辺状況 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 

        □病院 □その他（            ） 

敷地境界との最短距離 約     ｍ 

その他（                         ） 

工作物に
関する調
査の結果
及び工事
着手前に
実施する
措置の内
容 

 
工作物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容 

作業場所 作業場所 □十分 □不十分 
その他（         ） 

 

搬出経路 障害物 □有（   ） □無 
前面道路の幅員 約    ｍ 
通学路 □有 □無 
その他（         ） 

 

特定建設
資材への付
着 
物（解体・
維持・修繕
工事のみ） 

石綿 

□有 □飛散性石綿（吹付け石綿、石綿含

有吹付けロックウール 等） 

□非飛散性石綿（石綿含有ビニール

床タイル等） 

□飛散性石綿に関する諸官庁届出（大防法、

労安衛法・石綿予防規則 等） 

□飛散性石綿の適正処理の実施 

□非飛散性石綿の適正処理の実施 

□無 

その他 
□有（                 ）  
□無  

その他（特
定建設資 

材に付着し
ていない有
害物質） 

石綿 

□有 □飛散性石綿（鉄骨等に吹付けられ

た石綿、石綿を含有する断熱材・

保温材・耐火被覆材 等） 

□非飛散性石綿（スレートボード 等） 

□飛散性石綿に関する諸官庁届出（大防法、

労安衛法・石綿予防規則 等） 

□飛散性石綿の適正処理の実施 

□非飛散性石綿の適正処理の実施 

□無 

その他 
□有（                 ） □フロン類回収済 

□フロン類回収予定 □無 □フロン類使用機器あり 
工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法 

工程 作業内容 
分別解体等の方法 
（解体工事のみ） 

①仮設 仮設工事 □有 □無 □ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

②土工 土工事 □有 □無 □ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

③基礎 基礎工事 □有 □無 □ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

④本体構造 本体構造の工事 □有 □無 □ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 本体付属品の工事 □有 □無 □ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

⑥その他         （ 
） 

その他の工事 □有 □無 □ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

工事の工程の順序 
（解体工事のみ） 

□上の工程における⑤→④→③の順序 
□その他（                    ） 
その他の場合の理由（              ）  

工作物に用いられた建設資材の量の 

見込み（解体工事のみ）          トン 

廃
棄
物
発
生
見
込
量 

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の 

見込み（全工事）並びに特定建設資材 

が使用される工作物の部分（新築・維 

持・修繕工事のみ）及び特定建設資材 

廃棄物の発生が見込まれる工作物の部 

分（維持・修繕・解体工事のみ） 

種類 量の見込み 
使用する部分又は発生が見 
込まれる部分（注） 

□コンクリート塊 
トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 
トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

□建設発生木材 
トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

（注） ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他 

備考 

 

変更 

箇所 

 

□ 

□ 
 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

 

 

□ 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等） 

 



工 程 表 
（建築物解体工事の場合） 

作 業 内 容 日目 
（ ） 

日目 
（ ） 

日目 
（ ） 

日目 
（ ） 

日目 
（ ） 

日目 
（ ） 

日目 
（ ） 

日目 
（ ） 

日目 
（ ） 

日目 
（ ） 

          
 

          
          

 
          
          

 
          
          

 
          
          

 
          
          

 
          
          

 
          
          

 
          
          

 
          
          

 
          
          

 
          
          

 
          
          

 
          

 





説  明  書 
 

令和   年   月   日 
 
（発注者） 
             様 
 
 
 
                 氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)                          
                 （郵便番号   －    ）電話番号   －    －     
                 住所                                                           
 
 
 
  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により、対象建設

工事の届出に係る事項について下記のとおり説明します。 
 
 

記 
 
１．説明内容   添付資料のとおり 
 
２．添付資料 
 
  ①届出書（様式第一号に必要事項を記載したもの） 
   
  ②別表（別表1～3のいずれかに必要事項を記載したもの） 

□別表1（建築物に係る解体工事） 
□別表2（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

   □別表3（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 
 
    ③その他の別添資料（添付する場合） 
      □案内図 
      □工程表 
 



告  知  書 
 

令和   年   月   日 
 
（下請負人） 
             様 
 
 
 
                 氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)                          
                 （郵便番号   －    ）電話番号   －    －     
                 住所                                                           
 
 
 
  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第2項の規定により、対象建設工

事の届出に係る事項について告知します。 
 
 

記 
 
 
１．添付資料 
 
  ①届出書（様式第一号に必要事項を記載したもの） 
   
  ②別表（別表1～3のいずれかに必要事項を記載したもの） 

□別表1（建築物に係る解体工事） 
   □別表2（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 
   □別表3（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 
 
    ③その他の添付資料（添付する場合） 
      □案内図 
      □工程表 
 
〔注〕本様式は下請負人に対して告知することにあたり、書面で行う場合の標準様式を参

  考として示すものである。 
 



法第13条及び省令第7条に基づく書面 

 

（建築物に係る解体工事の場合） 

 

１．分別解体等の方法 

 

工 

程 

ご 

と 

の 

作 

業 

内 

容 

及 

び 

解 

体 

方 

法 

    工 程      作 業 内 容     分別解体等の方法 

①建築設備・内装材等 建築設備・内装材等の取り外し 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

併用の場合の理由(         ) 

②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

併用の場合の理由(         ) 

③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取り壊し 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

④基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り壊し 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑤その他(            ) その他の取り壊し 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

※届出書の写しを添付することでもよい 

 

 

２．解体工事に要する費用                        円(税込) 

（受注者の見積金額） 

 

 

 

３．再資源化等をするための施設の名称及び所在地        別紙のとおり 

 

 

 

４．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用               円(税込) 

(受注者の見積金額） 

 

 

 



別 紙 

 

（書ききれない場合は別紙に記載） 

特定建設資材廃棄物 

の種類 

施設の名称 所在地 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可） 

 



法第13条及び省令第7条に基づく書面 

 

（建築物に係る新築工事等の場合） 

 

１．分別解体等の方法 

 

工 

程 

ご 

と 

の 

作 

業 

内 

容 

及 

び 

解 

体 

方 

法 

    工 程      作 業 内 容 分別解体等の方法 

①造成等 造成等の工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

②基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

③上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

④屋根 屋根の工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑤建築設備・内装等 建築設備・内装等の工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑥その他(            ) その他の工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

   

※届出書の写しを添付することでもよい 

 

 

２．解体工事に要する費用                         なし 

 

 

 

３．再資源化等をするための施設の名称及び所在地         別紙のとおり 

 

 

 

４．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用               円(税込) 

    (受注者の見積金額） 

 

 

 

 

 



別 紙 

 

（書ききれない場合は別紙に記載） 

特定建設資材廃棄物 

の種類 

施設の名称 所在地 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可） 

 



法第13条及び省令第7条に基づく書面 

 

（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合） 

 

１．分別解体等の方法 

 

工 

程 

ご 

と 

の 

作 

業 

内 

容 

及 

び 

解 

体 

方 

法 

    工 程      作 業 内 容     分別解体等の方法 

（解体工事のみ） 

①仮設 仮設工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

②土工 土工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

③基礎 基礎工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

④本体構造 本体構造の工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 本体付属品の工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑥その他 

（        ） 

その他の工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

   

※届出書の写しを添付することでもよい 

 

 

２．解体工事に要する費用                       円(税込) 

（受注者の見積金額） 

 （注）解体工事の場合のみ記載する。 

 

 

３．再資源化等をするための施設の名称及び所在地         別紙のとおり 

 

 

 

４．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用             円(税込) 

(受注者の見積金額） 

 

 

 



別 紙 

 

（書ききれない場合は別紙に記載） 

特定建設資材廃棄物 

の種類 

施設の名称 所在地 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可） 

 



再 資 源 化 等 報 告 書 
 

令和   年   月   日 
 
（発注者） 
             様 
 
                 氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)                          
                 （郵便番号   －    ）電話番号   －    －     
                 住所                                                           
 
  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第1項の規定により、下記のとおり、

特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。 
 

記 
１．工事の名称 
２．工事の場所 
３．再資源化等が完了した年月日 令和  年 　　月  日 
４．再資源化等をした施設の名称及び所在地    
（書ききれない場合は別紙に記載） 

特定建設資材廃棄物 
の種類 

施設の名称 所在地 

   

   

   

   

５．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用                 万円（税込み） 
 
 
（参考資料を添付する場合の添付資料）※資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工 

                   事の場合など 
□再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの） 
□再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの） 
 

 



別 紙 
 
（書ききれない場合は別紙に記載） 

特定建設資材廃棄物 
の種類 

施設の名称 所在地 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 
 

解 体 工

商号、名称又は氏名 

法人である場合の 
代表者の氏名 

登 録 番 号 

登 録 年 月 日 

技術管理者の氏名 

 
 
※ 建設業の許可を受けた建設

第 25 条の規定による標識
  

事 業 者 登 録 票 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

３
５

ｃ
ｍ

以
上

 

４０ｃｍ以上

業者が標識を掲げる場合は、建設業法施行規則

を設置してください。 




